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章 頁 意 見 

評価 

結果の

概要 

 

３ 

 

３．１．定点的評価のポイント （１）市場集中度とシェア 

【総務省案】 

ＮＴＴグループのシェアは、０５０－ＩＰ電話、移動体通信、ＡＤＳＬ、ＩＳＰを除きいずれも５割を超えており、特にＦＴＴＨのシ

ェア急増が顕著となっている。また、市場集中度が高い多くの市場において、ＮＴＴグループのシェアが高い傾向にある。 
 

【意見】 

ＦＴＴＨにおけるＮＴＴグループのシェアの増加は、７４．１％から７４．４％と対前年度＋０．３ポイントであり、２頁の図表１

においても、表中の矢印で「→」と評価されていることから、本文中におけるＦＴＴＨのシェアは「急増が顕著」ではなく「横ば

い」との記述に修正願います。 
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章 頁 意 見 

Ⅰ 

固定 

電話 

領域 

24 頁 

25 頁 

第２章 固定電話領域の主要指標の分析 １．市場の規模 （２）市場の集中度 ２）中継電話市場（部分市場） 

【総務省案】 

中継電話については、契約数における事業者シェアの他に、通信量（通信回数、通信時間）における事業者シェアを把

握することが可能である。そこで、市内通話、県内市外通話、県外通話に係る通信量におけるＮＴＴグループ（ＮＴＴ東西及

びＮＴＴコミュニケーションズ）のシェアの推移を通信回数と通信時間の別に見ると、０９年３月末時点で市内通話が７７．

７％（通信回数）と７９．７％（通信時間）、県内市外通話が６１．６％（通信回数）と６５．５％（通信時間）、県外通話が５０．

８％（通信回数）と５１．７％（通信時間）となっている。 
 

【意見】 

ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコミュニケーションズは再編成以後、別会社として事業運営を行っており、競争評価にあ

たってはそれぞれ別個の事業者として取り扱うべきであると考えます。 
 

したがって、契約数と同様に、通信量においても会社別の内訳を記載していただきたいと考えます。 
 

例えば県内市外通信におけるＮＴＴグループの通信量シェアは本報告書案では６１．６％となっておりますが、ＮＴＴ東西

とＮＴＴコミュニケーションズを分計した場合、当社公表値によると、ＮＴＴ東西の通信量シェアは３４.９％となります。通信量

部分の競争状況を適切に示すため、ＮＴＴグループのシェアのみならず、ＮＴＴ東西の数値を明記願います。 
 

 また、通信量シェアを示している図表Ⅰ－２８～３１についても、例えば下記に示す図のとおり、ＮＴＴ東西の数値を明記

するよう修正願います。 
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章 頁 意 見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）グラフ中の数値については、ＮＴＴ東西公表値に基づいている 

 

 

 

 

通信量（通信回数）によるＮＴＴシェアの推移（県内市外通話）の修正例
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章 頁 意 見 

Ⅲ 

ｲﾝﾀｰ 

ﾈｯﾄ 

接続 

領域 

27 頁 第３章 部分市場としてのＡＤＳＬ市場の主要指標の分析 ３．競争状況の評価 （２）市場支配力 １）市場支配力の存在 

【総務省案】 

以下の判断要素等を総合的に勘案し、ソフトバンクＢＢは市場支配力を単独で行使し得る地位にはないが、ＮＴＴ東西に

ついては市場支配力を単独で行使し得る地位にあると評価する。 
  

ａ）量的基準 

ＡＤＳＬ市場における１０年３月末時点の契約数シェアは、ソフトバンクＢＢが１位（３８．７％）、２位のＮＴＴ東西（３４．８％）

である。  

ｂ）その他の主な判断要素 

加入者回線のうち、ＡＤＳＬに用いられるメタル回線に占めるＮＴＴ東西のシェアは９９．９％（１０年３月末時点）を占める。 
 

競争事業者によるＡＤＳＬのサービス提供は、ＮＴＴ東西の加入者回線の開放に依存する部分が大きく、ＮＴＴ東西は、当

該設備の利用に対する各種手続等を通じて、競争事業者に影響を与えることが可能な立場にある。 
 

ＮＴＴ東西が保有するメタル回線に係わるネットワークにおける加入アクセス部分は独占的であり、一定の競争ルールの

存在がなければ、契約数シェア１位のソフトバンクＢＢであっても継続的なサービスの提供が困難となる可能性がある。 
 

【意見】 
 

当社設備の利用に係る接続ルールについては、総務省の情報通信審議会・研究会等のオープンな場における議論を積

み重ねてきた結果、一定の整理が図られているものと認識しています。 

当社はそのルールに則って徹底したオープン化を行っており、各種手続等を通じて競争事業者に影響を与えることが可

能な立場になく、現に競争事業者に影響を与えている事実もありませんので、「競争事業者によるＡＤＳＬのサービス提供

は、ＮＴＴ東西の加入者回線の開放に依存する部分が大きく、ＮＴＴ東西は、当該設備の利用に対する各種手続等を通じ

て、競争事業者に影響を与えることが可能な立場にある。」との記述は事実に反することから、小売市場においてシェア２

位のＮＴＴ東西が市場支配力を単独で行使し得る地位にあるとの評価は不適切であると考えます。 
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章 頁 意 見 

Ⅲ 

ｲﾝﾀｰ 

ﾈｯﾄ 

接続 

領域 

52 頁 第４章 部分市場としての FTTH 市場の主要指標の分析 ６．競争状況の評価 （２）市場支配力 ２）市場支配力の行使 

【総務省案】 

以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場環境下においてはＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能

性は高くないが、固定電話市場からのレバレッジの懸念等があると評価する。 
 

ＮＴＴ東西には、第一種指定電気通信設備制度に基づく接続規制・行為規制・サービス規制が適用されており、市場支

配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとなる措置が講じられている。 
 

また、市場環境についてみると、ブロードバンド市場内のケーブルインターネットからの競争圧力も存在している。 
 

しかしながら、ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ加入電話の顧客情報によって営業面等で競争事業者に対して優位となる可能性もあ

り、０ＡＢＪ－ＩＰ電話とのセット提供やＮＴＴ加入電話の顧客情報を用いた営業など、ＮＴＴ東西による固定電話市場からＦＴ

ＴＨ市場へのレバレッジ等によって、ＦＴＴＨ市場で市場支配を行使することへの懸念がある。 
 

【意見】 

当社は、お客様情報の保護、目的外利用の禁止等について適切な措置を講じており、顧客情報の利用について競争事

業者に対して優位である事実はなく、「固定電話市場からＦＴＴＨ市場へのレバレッジ等によって、ＦＴＴＨ市場で市場支配力

を行使することへの懸念がある」との指摘は具体的な根拠がないことから、当該記述は削除の上、下記のとおり修正願い

ます。 
 

（修正案） 

以下の要素等を総合的に勘案し、現行の規制や市場環境下においてはＮＴＴ東西が単独で市場支配力を行使する可能

性は高くないと評価する。 
 

ＮＴＴ東西には、第一種指定電気通信設備制度に基づく接続規制・行為規制・サービス規制が適用されており、市場支

配力の行使を抑止・牽制するための一定の歯止めとなる措置が講じられている。 
 

また、市場環境についてみると、ブロードバンド市場内のケーブルインターネットからの競争圧力も存在している。 
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章 頁 意 見 

Ⅳ 

法人 

向け 

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｻｰﾋﾞｽ

領域 

22 頁 第４章 専用サービス市場の主要資料の分析 ２．競争状況の分析 （２）事業者シェア 

【総務省案】 

事業者シェアの推移を見ると、ＮＴＴ東日本、西日本双方共にシェアは近年増加傾向にある。ＮＴＴ東西合わせて０９年３

月末時点で９１．３％と依然高いシェアを占めており、ほぼ独占的な状況が続いている。 
 

【意見】 

当該シェアに含まれているＩＰルーティング網接続専用サービスは、競争事業者のＦＴＴＨサービス等に用いられる接続専

用回線（加入ダークファイバ）であり、接続専用回線を除く専用サービスにおけるＮＴＴ東西のシェアが、２００６年度末：６

８．２％、２００７年度末：５６．３％、２００８年度末：５４．６％と減少傾向が継続していることを考慮すると、ＮＴＴ東西が市場

においてほぼ独占的な状況が続いているとの記述は不適切であると考えます。 

以上を踏まえて、以下のとおり修正願います。 
 

（修正案） 

専用サービス市場におけるＮＴＴ東西のシェアは、図表Ⅳ－２２に示したとおり、０９年３月末時点で接続専用回線を除き

54.6％であり、減少傾向が顕著である。 
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章 頁 意 見 

Ⅳ 

法人 

向け 

ﾈｯﾄﾜｰｸ

ｻｰﾋﾞｽ

領域 

26 頁 第４章 専用サービス市場の主要資料の分析 ３．競争状況の評価 （２）市場支配力 １）市場支配力の存在 

【総務省案】 

以下の判断要素等を総合的に勘案し、ＮＴＴ東西は単独で市場支配力を行使し得る地位にあると評価する。 
  

ａ）量的基準 

接続専用回線を除く専用サービスの契約数のＮＴＴ東西のシェアは０９年３月末時点で５４．６％である。  

ｂ）その他の主な判断要素 

ＮＴＴ東西は、契約数において大きな市場シェアを占めているだけではなく、設備面でも引き続きシェアが大きい。１０年３

月時点で、メタルと光ファイバ等を合わせた加入者回線数シェアは８７．９％、光ファイバのみを見ても７７．３％、メタルの

みを見ると９９．９％である。 

 

競争事業者がサービスを提供する際に、ＮＴＴ東西の設備を借り受けることが必要な場合があり、この設備利用に対す

る各種手続等を通じて、競争事業者に影響を与えることが可能である。 
 

【意見】 

当社設備の利用に係る接続ルールについては、総務省の情報通信審議会・研究会等のオープンな場における議論を積

み重ねてきた結果、一定の整理が図られているものと認識しています。 

当社はそのルールに則って徹底したオープン化を行っており、設備利用に係る各種手続き等を通じて競争事業者に影

響を与えている事実はなく、「競争事業者がサービスを提供する際に、ＮＴＴ東西の設備を借り受けることが必要な場合が

あり、この設備利用に対する各種手続等を通じて、競争事業者に影響を与えることが可能である。」との記述は、客観性・

中立性を欠いていることから削除願います。 

 

 

 

 

 

 
 


